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問合せ　生涯学習課(内線3348）

鴻巣市民大学講座「こうのとりアカデミー」の受講生を募集

　市民の皆さんの生涯学習機会の充実を図るため、次のとおり「こうのとりアカデミー」を開講します。
■ 講座概要（時間は14時～15時40分)　※講義終了後に10分程度のグループミーティングがあります
No. 日　時 講　座　名 講　　師

１ 7 月22日(火) 開講式　学長講義・オリエンテーション

２ 8 月 5 日(火) 文学の散歩道～鴻巣ゆかりの近代文学～ 元さいたま文学館　主査　河越 雄二さん

３ 8 月12日(火) 近代日本の礎を築いた渋沢栄一 作家　今井 博昭さん

４ 8 月29日(金) 知っておきたい認知症のこと
～症状と日常生活で気をつけたいポイント～ NPO認知症予防サポートセンター　風間 弘美さん

５ 9 月 9 日(火) エネルギーの未来を考える　 武蔵野大学客員教授　西脇 文男さん

６ 9 月16日(火) 知識ゼロでもわかる「落語で学べる相続セミナー」 相続専門の公認会計士・税理士・社会人落語家
石倉 英樹（参遊亭英遊）さん

７ 9 月30日(火) 万葉集と万葉の草花 前東京福祉大学教授　新井 美也子さん

８ 10月 7 日(火) ～笑う事で健康寿命を伸ばす～
「心が笑う顔ヨガ」講義と実技 ヨガ講師　工藤 奈津子さん

９ 10月14日(火) わくわくボッチャ！ニュースポーツで健康促進 埼玉県ボッチャ協会会員　坂上　弥生さん

10 10月21日(火) 合唱の素晴らしさを体験、初心者のための合唱体験 埼玉指揮法研究会講師　吉澤 篤さん

11 11月11日(火) 鷹狩絵巻について 埼玉県立歴史と民俗の博物館学芸員　井上 海さん

12 11月18日(火) 空き家の現状と対策～税理士の立場から～ ふたば税理士法人　税理士　櫻井 成行さん

13 12月 4 日(木) 鴻巣フラワーセンター施設見学 鴻巣花き株式会社　社長　中村 直道さん

14 12月16日(火) 合併20周年記念　特別公開講座
津軽三味線のしらべ 津軽三味線奏者　こうのす観光大使　山中 信人さん

15 1 月20日(火) 実はすごい！勝願寺
～徳川家康が惚れ込んだのはなぜ？～ 郷土史家　玉手 洋一さん

16 2 月10日(火) 鴻巣の土豪 歴史研究家・鴻巣郷土史会会長　波田野 富信さん

場　所　クレアこうのす小ホール（一部講座はクレアこうのす
大会議室・総合体育館・鴻巣フラワーセンターで実施)

対　象　市内在住・在勤の方
定　員　200人(市民大学講座全講座120人　特別公開講座のみ80人)

※定員超えの場合は抽選する場合あり
費　用　 4,000円（資料代等）※特別公開講座（No.14）のみ受講の場合

は無料
申込み　6月30日（月）までに、電子申請または往復はがき

に右記の事項を記入し郵送（当日消印有効）
問合せ　生涯学習課（内線3348）

往信用
あて先　〒365-8601　中央1-1　
生涯学習課市民大学講座担当
裏面に①氏名（ふりがな） ②年齢　③住所 ④電話
番号 ⑤講座（ア.全講座、イ.特別公開講座（Ｎｏ.14）
のみのいずれかを記入） ⑥過去の受講回数 ⑦志
望動機
※ ⑥⑦については⑤で全講座を選択した方のみ

記入
返信用
返信先の郵便番号・住所・氏名▲電子申請は

　こちらから
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鴻巣市の市外局番は048です

問合せ　国保年金課(内線2652)

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方へ

問合せ　ねんりんピック推進プロジェクト（☎598-8320）

埼玉県で初となる
「ねんりんピック2026」が開催

高齢者をはじめとする多くの皆さんが、スポーツや文
化活動の素晴らしさを実感し、健康長寿の推進につな
がる「第38回全国健康福祉祭埼玉大会（愛称：ねんりん
ピック彩の国さいたま2026）」が埼玉県において初開催
されます。県内の25市町で、31種目の競技が予定され、
鴻巣市では「ソフトボール競技」を実施します。

〈関連P30〉

問合せ　環境課(内線3126)

6月は「環境月間」
環境について考えてみませんか

６月は環境月間です。身近なことから環境にやさし
い取組を考え、実践しましょう！
 実践しよう！　デコ活アクション 

暮らしが豊かになり、脱炭素などに貢献していくも
のは、全てデコ活アクションとなります。市民の皆さ
んも日常生活で実践し、脱炭素社会を目指しましょう。
 活用しよう！　地球温暖化対策の取り組み 
⃝電気冷蔵庫の買換えでデコ活アクション
⃝住宅用省エネ設備の導入でデコ活アクション
⃝エコチェックサマーへ参加しよう
⃝生ごみ処理機お試しレンタル＆
　購入補助金を活用しよう

※各補助金の要件や申請方法等の
詳細は、市HPをご覧ください市HP▶

お手元の保険証の有効期限は7月31日(木)までとなります。8月1日(金)以降は「マイナ保険証」
または「資格確認書」を提示することにより、今までどおりの保険診療が受診できます
　7月中に､ ｢資格確認書｣または｢資格情報のお知らせ｣を送付します｡ (申請不要)
 国民健康保険にご加入の方 

①マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
　※医療機関等ではマイナ保険証で受付してください
　※ 高齢の方や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証の利用が困難な方は、申請することで「資格確認書」を取

得できます
②マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。

 後期高齢者医療制度にご加入の方 
マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を送付します。

国民健康保険税率の改定について

　県内市町村の保険税率の統一に向け、段階的に税率を改正しています。令和７年度の保険税率は下表のとおりです。
所得割率 均等割額 課税限度額

医 療 分 6.92％（＋0.12%） 35,500円（＋8,000円） 66万円（＋1万円）
支援金分 2.76％（＋0.01%） 16,000円（変更なし）　 26万円（＋2万円）
介 護 分 2.30％（△0.10%） 16,000円（変更なし）　 17万円（変更なし）
合　　計 11.98％（＋0.03%） 67,500円（＋8,000円） 109万円（＋3万円）

※（　）内は令和6年度との比較

⃝７月上旬（７月８日予定）に国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の決定通知書を発送します


